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     令和２年第２回立川市農業委員会総会日程  

 

日時  令和２年２月２５日（火）午後３時  

会場  ２１０会議室  

 

１ 開会 

２ 議事録署名委員の指名 

３  報告事項  

 （１）事務報告  

（２）農地法第４条第１項第８号の規定による届出について  

（３）農地法第５条第１項第７号の規定による届出について  

４  議事  

  議案第１号  引続き農業経営を行っている旨の証明について  

  議案第２号  生産緑地に係る農業の主たる従事者証明について  

５  その他  

６  閉会  
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令和２年第２回立川市農業委員会総会  

                            令和２年２月２５日（火）  

                           立川市役所２１０会議室 

 

 

議  席   氏      名  議  席   氏      名  

 １番  粕  谷  秀  夫  君  １０番  原  島  和  也  君  

 ２番  鈴  木    豊  君  １１番  岩  田  安  雄  君  

 ３番  金  子  波留之  君  １２番  粕  谷  久  敬  君  

 ４番  内  野  英  樹  君  １３番  長  泉  芳  雄  君  

 ５番  鈴  木  和  昌  君  １４番  清  水  一  幸  君  

 ６番  小  峰  喜  昭  君  １５番  藤  野  浩  司  君  

 ７番  山  下    明  君  １６番  馬  塲    宏  君  

 ８番  島  田  加  美  君  １７番  梅  田  守  男  君  

 ９番  横  幕  玲  子  君    

 

 

事務局職員  

   局長  矢ノ口  美  穂  君  

   次長  奥  野  武  司  君  

主査  東深澤  貴  行  君  

主任  横  井  雅  司  君  
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      午後３時００分  開会  

議長   定刻になりました。改めまして、こんにちは。  

    先だっての農業委員会・農業者大会が無事に開催できまし

たことを厚く御礼を申し上げます。全ての議案が可決され、

東京都また国への要望、農業委員会の活動につきまして、こ

れから皆様方にいろいろとまた御尽力を願うことになろうか

と思いますので、よろしくお願いいたします。  

    さて、今、全国また全世界で新型コロナウイルスで大変な

問題が起きておりまして、いろいろな催し物だとか観光だと

か、それから祭事を自粛するようにとありますけれども、こ

ういう目に見えないものですから、どこでどういうふうにな

るかわからないので、個々に十分に気をつけていただくよう

にお願いしたいと思います。  

    また、先だって、２月７日には農業委員会委員の改選に伴

いまして、ＪＡの支部長さんにお集まりいただきまして、ま

た事務局と私と鈴木職務代理が出席をいたしまして、事務局

のほうから説明会をさせていただきました。その中で何点か

質問もありましたけれども、どうにか御理解をいただきまし

て、各支部でいろいろな御説明があったかと思います。７月

１９日までが任期でございますので、それまでの残された期

間を、農業委員会また農家のために、ぜひとも一生懸命頑張

っていただきたいと思います。  

    また、２月４日には北多摩地区農業委員会連合会の顕彰授

与式を「アイム」で行いまして、１７市が参加されまして、

表彰式が行われましたことを御報告させていただきます。  

    そんなことで、これからもいろいろ行事がございますけれ

ども、御参加、御協力をお願いしたいと思います。  

    それでは、ただいまより令和２年２月、第２回立川市農業

委員会総会を開会いたします。  

    本日は委員の過半数が出席されておりますので、立川市農

業委員会会議規則第６条の規定により、本総会は成立してお
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ります。  

なお、本総会 に付議すべき項目は、別紙のとおりであり

ますので、順次御審議のほどよろしくお願いいたします。  

それでは、座らせていただきます。  

 

議長   初めに、議事録署名委員の指名ですが、８番の島田委員と

９番の横幕委員の御両名にお願いいたします。  

    そ れ で は 、 報 告 事 項 で あ り ま す が 、 （ １ ） 事 務 報 告 、

（２）農地法第４条第１項第８号の規定による届出が今回は

４件出ております。（３）農地法第５条第１項第７号の規定

による届出が今回は２件でございますので、一括して事務局

から御報告をお願いいたします。局長。  

局長   それでは、私のほうから御報告をさせていただきます。  

    まず初めに、報告事項（１）事務報告でございます。お手

元の資料、縦長の「事務報告」をご覧ください。  

２月７日（金）、立川市農業委員会委員等の選出に関す

る説明会。  

２月１０日（月）、第２４期農業委員、農地利用最適化

推進委員公募の記事を広報たちかわ、市ホームページに掲

載。  

２月１４日（金）、現地調査。  

２月２０日（木）、第６１回農業委員会・農業者大会。

表彰式兼祝賀会。  

２月２５日（火）、令和２年第２回農業委員会総会。農

業委員会全員協議会。  

２月２６日以降の予定でございます。  

３月１６日（月）、現地調査。  

３月２５日（水）、令和２年第３回農業委員会総会。農

業委員会全員協議会。  

（１）事務報告は以上でございます。  

続きまして、農地法に基づく届出に関する報告でござい



 -  5  -  

ま す 。 お 手 元 の 横 長 の 「 第 ２ 回 立 川 市 農 業 委 員 会 総 会 報

告」をご覧ください。  

まず、報告事項（２）といたしまして、農地法第４条第

１項第８号の規定による届出４件について、順次御報告を

いたします。  

申請人の氏名、住所、職業につきましては記載のとおり

でございます。  

１件目、農地の所在は西砂町６丁目の４筆。地目は、登

記簿上が畑、現況は宅地。面積の合計は６０６．１７㎡。

転用目的は住宅・駐車場用地でございます。  

２件目、農地の所在は西砂町６丁目の２筆。地目は、登

記簿上が畑、現況も畑。面積の合計は１，６０１㎡。転用

目的は駐車場用地でございます。  

３件目、農地の所在は砂川町７丁目の１筆。地目は、登

記簿上が山林、現況は畑。面積は１５４㎡。転用目的は住

宅用地でございます。  

４件目、農地の所在は砂川町１丁目の１筆。地目は、登

記簿上が畑、現況は宅地。面積は１１１㎡。転用目的は住

宅用地でございます。  

各々、周辺略図を添付しておりますので、御参照くださ

い。  

続きまして、農地法第５条第１項第７号の規定による届

出２件について御報告をいたします。  

譲渡人・貸付人、譲受人・借受人の氏名、住所、職業に

つきましては記載のとおりでございます。  

１件目、農地の所在は幸町６丁目の１筆。地目は、登記

簿上が畑、現況は雑種地。面積は１３９㎡。転用目的は住

宅用地でございます。  

２件目、農地の所在は西砂町６丁目の３筆。地目は、登

記簿上が畑、現況が、畑のもの１筆、雑種地のもの２筆。

面積の合計は２，３０４㎡。転用目的は住宅用地でござい
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ます。  

各々、周辺略図をあわせて御参照ください。  

報告は以上でございます。  

議長   ただいま報告がありました件について、何か御質問等があ

りましたらお願いいたします。  

    私のほうから。報告事項（３）の番号２、これは大変面積

が多いようですけれども、住宅用地、木造２階建てですが、

ここを調査された方はどなたですか。  

１２番  今、建物は運送会社に貸していまして、駐車場になる。あ

とは自宅用地のようです。  

議長   現在、全部駐車場になっているんですか。  

１２番  もうなっています。工事は終わっているみたいです。  

議長   真ん中は道がこうなっていますけれども、この先は何 です

か、畑になっているんですか。  

１２番  はい、畑です。地図の北側の部分は畑です。今ここに書い

てある会社ではない、別の運送会社さんが入っているみたい

なんですが。  

議長   これで先の畑へ行けるんですか。  

１２番  自宅のほうから行けるみたいです。  

議長   この部分だけは全部駐車場になっていたわけですか。  

１２番  略図１のほうの部分が最初は駐車場になっていまして、そ

の後、後ろへ拡張した形です。  

議長   わかりました。ありがとうございます。  

    ほかにございませんか。  

      ……質疑なしの声  

議長   質問がないようであれば、報告事項については、これで終

了いたします。  

    次に、議案第１号、引続き農業経営を行っている旨の証明

について、今回は多くて１１件を議題に呈します。  

事務局より説明をお願いいたします。次長。  

次長   引続き農業経営を行っている旨の証明について御説明いた
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します。  

    現地調査を２月１４日、申請者の立ち会いのもとに、鈴木

会長職務代理、金子委員、原島委員、梅田委員、山下委員、

事務局で行いましたので、調査結果を報告いたします。今回

は１１件でございます。  

    議案第１号の１番から１１番ま で、それぞれの農地等の相

続人の住所・氏名については記載のとおりでございます。  

それでは、番号に沿って御説明いたします。  

    議案第１号の１、特例農地については、若葉町２丁目の１

筆、若葉町３丁目の３筆となります。  

略図１をご覧ください。略図１－１は自宅に隣接する農

地で、育苗用ハウスのほか、シラカシ、ハナミズキ、モミ

ジ、シダレザクラ、ソヨゴ、ヤマモモなど多品目の植木が

植え付けられておりました。北側の広大な土地も特例農地

ですが、被相続人が異なるため、今回の対象農地ではあり

ません。なお、自宅の東側、倉庫のある部 分は特例農地か

ら除外されております。  

略図１－２をご覧ください。略図１－２は五日市街道の

南側に位置する農地で、略図１－１とほぼ同様の植木が生

産されておりました。  

生産物は植木卸売業者へ出荷を行っているとのことでご

ざいます。  

肥培管理は良好でした。  

農業従事者は、申請者本人夫婦と子どもでございます。  

    議案第１号の２、特例農地については、若葉町１丁目の１

筆、若葉町３丁目の２筆、若葉町４丁目の１筆となります。  

略図２をご覧ください。略図２－１は五日市街道を越え

て自宅の南側に位置する農地で、体験型農園として提供し

ている農地でありますが、シーズンを終えたため、きれい

に耕うん、整地されておりました。  

略図２－２は自宅の北側に隣接する広大な農地で、育苗
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用ハウスのほか、カキ、クリなどが植え付けられ、トウモ

ロコシ、サツマイモ、ジャガイモなどの収穫を終え、整地

されておりました。  

略図２－３は、さらに北にある農地で、耕うん、整地さ

れており、春には葉物野菜を植え付ける予定とのことでし

た。  

生産物は、庭先販売、注文販売などを行っているとのこ

とでございます。  

肥培管理は良好でした。  

農業従事者は、申請者本人と子ども夫婦でございます。  

    議案第１号の３、特例農地については幸町６丁目の２筆と

なります。  

略図３をご覧ください。略図３は玉川上水南側に隣接す

る南北に長い農地で、シラカシ、ソヨゴ、アセビ、ヤマボ

ウシ、サルスベリ、モミジなど多品目の植木が整然と植え

付けられておりました。  

生産物は、植木卸売業者へ出荷を行っているとのことで

ございます。  

肥培管理は良好で、農業従事者は、申請者本人と息子さ

ん夫婦でございます。  

今後も引き続き農業経営を継続していくことを確認して

ございます。  

    議案第１号の４、特例農地については柏町２丁目の５ 筆と

なります。  

略図４をご覧ください。略図４は自宅の南側に隣接する

農地で、ブドウ栽培用のハウス１棟の一部がかかり、ほか

にミカン、キンカン、レモンが栽培されておりました。  

肥培管理は良好でした。  

農業従事者は、申請者本人夫婦と子ども夫婦でございま

す。  

    議案第１号の５、特例農地については柏町１丁目の１筆と
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なります。  

略図５をご覧ください。略図５は、すずかけ通り南に位

置する農地で、育苗用ハウス１棟のほか、トウモロコシ、

ナス、ピーマンなどの作付けに向け、整地されておりまし

た。  

出荷先等は、主にみのーれ立川とのことでございます。  

肥培管理は良好でした。  

農業従事者は、申請者本人と子どもでございます。  

    議案第１号の６、特例農地については、砂川町６丁目の１

筆、砂川町２丁目の１筆となります。  

略図６をご覧ください。略図６－１は砂川浄水所西側、

西武拝島線の南に隣接する農地で、タマネギ、コマツナ、

シュンギクなどが作付けされておりました。  

略図６－２は、お寺の墓地の南に位置する農地で、ブロ

ッコリー、サトイモなどが収穫され、自家消費用としてダ

イコンが作付けされておりました。  

生産物は、みのーれ立川への出荷のほか、自宅 直売所で

の販売も行っているとのことでした。  

肥培管理は良好で、農業従事者は、申請者本人夫婦と子

どもでございます。  

    議案第１号の７、特例農地については砂川町３丁目の２筆

となります。  

略図７をご覧ください。略図７は自宅の北に位置する農

地で、ハナミズキ、シラカシなどが植え付けされておりま

した。また、自家消費用として少量の野菜が作付けされて

おりました。  

植木生産物は、植木卸売業者に出荷しているとのことで

ございます。  

肥培管理はあまり好ましい状態ではありませんが、４月

に会社勤めを辞め、農業に専念するとのことでした。  

農業従事者は、申請者本人でございます。  
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    議案第１号の８、特例農地については、砂川町２丁目の１

筆、砂川町３丁目の２筆となります。  

略図８をご覧ください。略図８－１は自宅の北に位置す

る農地で、主にカキが栽培されておりました。  

略図８－２をご覧ください。略図８－２は国営昭和記念

公園の北側に位置する農地で、全面ブルーベリーが栽培さ

れておりました。  

生産物は、みのーれ立川に出荷しているほか、ブルーベ

リーについては、もぎ取り販売も行っているとのことでご

ざいます。  

肥培管理は良好でした。  

農業従事者は、申請者本人夫婦でございます。  

    議案第１号の９、特例農地については、砂川町８丁目の３

筆、上砂町４丁目の１筆となります。  

略図９をご覧ください。略図９－１は西武拝島線の北側

に位置する農地で、西側の農地にはハナミズキ、オリーブ、

ウメ、カキ、リンゴなどが植え付けられ、東側の農地には

ヤマボウシ、ハナミズキ、モモが植え付けられておりまし

た。  

前回、調査の際、見受けられたカシの根株は、きれいに

取り除かれておりました。  

略図９－２は自宅の南側に隣接する農地で、自家消費用

の野菜やコブシ、シャクヤク、レンギョウなどの花卉 が植

え付けられておりました。なお、農地北側と西側の一部が

特例農地から除外されており、その境界を確認いたしまし

た。  

植木生産物は、造園業者に出荷しているとのことでござ

います。  

農業従事者は、申請者本人夫婦と息子さんでございます。  

    議案第１号の１０、特例農地については、上砂町４丁目の

３筆と上砂町５丁目の２筆となります。  
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略図１０をご覧ください。略図１０－１は自宅の北側に

接し、玉川上水の南に接する南北に長い農地で、ヨーロッ

パゴールドなどコニファー類やツバキ、シャクナゲが植え

付けられておりました。  

略図１０ －２は西武拝島線の北側に位置する農地で、コ

ニファー類のほか、ヤマボウシ、コナラなどが植え付けさ

れておりました。  

生産物は、業者間取引等でございます。  

肥培管理は良好で、農業従事者は、申請者本人と息子さ

ん夫婦でございます。  

    議案第１号の１１、特例農地については上砂町５丁目の１

筆となります。  

略図１１をご覧ください。略図１１は武蔵砂川駅前広場

から北側を示したものです。駅前広場の整備に伴い現状は、

道路は北側に大きく蛇行し、図の駐車場等は道路用地とな

っております。  

この案件は先月の総会で議案として諮るべきと ころ、事

前の現地調査において、肥培管理が不十分として、１カ月

の猶予期間を設け、耕うんをお願いしたものです。今回、

現地調査を行った結果、耕うん、整地していることを確認

してございます。なお、境界については、一部、隣地の所

有者と調整する必要があるようです。  

農業従事者は、申請者本人と子どもでございます。  

議案第１号については以上でございます。  

議長   調査を担当された委員から、順次補足説明をお願いいたし

ます。補足説明、番号１・２・３を一括して鈴木職務代理、

番 号 ４ ・ ５ を 原 島 委 員 、 番 号 ６ ・ ７ ・ ８ を 梅 田 委 員 、 番 号

９・１０・１１を山下委員の順にいきたいと思います。  

    それでは、番号１・２・３を鈴木職務代理、お願いします。  

２番   まず番号１です。この方は、申請者夫婦と子ども２人で植

木の生産をしておりまして、非常に広い面積の植木畑を管理
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しております。肥培管理も非常に良好でございました。それ

と境界石のほうも確認をさせていただきました。  

    その中で１点、略図１－２のところに植木の切り株が積ん

であったので、そちらのほうを早めに撤去してくださいとい

うことでお願いをしておきました。  

    番号１については以上でございます。  

    続きまして番号２です。こちらの方は、事務局が言われま

したように体験型農園と、あと野菜生産をしております。ち

ょうどこれから春に向けて作付けの準備ということで、作付

けのほうはされてなかった状態でございます。また春に向け

て、ダイコン、トウモロコシなどを作付けする予定だという

ことでございます。  

    その中で１点指導をしたのは、略図２－２のところに、や

はりこの方も植木の枝などを野積みしておりましたので、こ

ちらのほうもなくべる早めに撤去してくださいということを

お願いしておきました。あと境界石についても確認しました

ので、問題はないかと思います。  

    続きまして番号３です。こちらの方は植木を生産されてい

る方でございます。非常にきれいに管理もされておりまして、

境界石のほうも全て確認をさせていただきました。  

    １点、ちょっと植木が植わっていない部分もあったんです

が、この方が言うには、出荷で土をとられてしまうので、今、

赤土が出るのを待っているところだということで、その部分

については、今はまだ作付けができない状態だということで

ございました。  

そういうことで、番号３についても問題はないかと思いま

す。  

    以上でございます。  

議長   続きまして、番号４・５を原島委員、お願いします。  

１０番  番号４の方なんですけれども、自宅前の畑につきまして、

４カ所の境界の石は確認できました。３年ぐらい前にミカン
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等の果樹が植え付けてありましたが、台風で被害を受けて、

被害の状態だったということなので、今後また果樹の苗木を

定植するとのことでした。ハウスの中のほうは野菜の苗等を

つくるとのことでしたので、特に問題はないと思います。  

    番号５の方は、やはり４カ所の境界の石は確認できました。

ハウス１棟がありまして、全て耕うんしてあり、作付け予定

とのことでした。野菜の品目は、ナス、キュウリ、トウモロ

コシ、トマト等とのことです。出荷先はみのーれ立川という

ことです。特に問題ないと思います。  

    以上です。  

議長   続きまして、番号６・７・８を梅田委員、お願いします。  

１７番  番号６の方は、みのーれ立川へ出荷と、あと自宅の北側に

自販機を設置しまして、そこで野菜を売っている方なんです

が、まず略図６－１の畑は、コマツナ、キャベツ、そのほか

いろいろつくってあったんですが、鳥に突つかれてしまって、

ひどい状態だったので、かわいそうな気がします。境界は問

題なかったと思います。  

    また略図６－２は、お寺の南側に位置する畑なんですが、

真ん中から左側にはサトイモが植え付けられてありまして、

右側のほうはブロッコリー、ダイコン、その他の自家消費で

食べられるようなものが栽培されてありました。境界は、み

んな隣接するところは家なので、ブロック等で確認できまし

たので、問題ないと思います。  

    それから番号７、この方は自宅の北側にある畑でして、事

務局で説明していただいたように、シラカシ、ハナミズキ等

がありました。上の畑と下 畑の間に若干の隙間があるんです

けれども、ここは昔、田んぼがありまして、そこに流れ込む

玉川上水からの用水があった跡地ということで、ちょっと切

れた形になっております。  

    次の番号８、この方はミカン、カキ等を生産する果樹屋さ

んなんですが、特に入り組んだ形になってはいますけれども、



 -  1 4  -  

若干石が確認できなかった部分もありますが、問題なかった

と思います。  

    あと略図８－２、これは全面にブルーベリーが植え付けて

ありまして、斜線を引いた部分にもブルーベリーが植わって

いるわけなんですが、自動販売機がありまして、それは こち

らの部分に入っていないということだったんです。ですので、

問題はなかったと思います。  

    以上です。  

議長   続きまして、番号９・１０・１１を山下委員、お願いしま

す。  

７番   番号９の方なんですが、申請人夫婦、その息子さんと３人

で行っております。  

    略図９－１については、先ほど説明があったとおり、ハナ

ミズキ、オリーブ、ウメ、リンゴ、カキと、果樹系の苗が多

く植えられておりました。略図９－１の下のほうにはヤマボ

ウシ、またモモの苗木のほうが植えられてありました。肥培

管理は良好でありましたけれども、境界 が、垣根に土が大分

積もっておりまして、確認できないところがありましたが、

道路との境界ということで、間違いなく石が入っているとい

うところで、確認はしませんでしたが、ほぼ間違いないと思

っております。  

    また、略図９－２においては、自宅の前の畑ということで、

こちらも肥培管理のほうは良好でございました。境界のほう

は確認をしております。  

    続きまして番号１０の方なんですが、申請人と息子さん夫

婦で行っております。コニファー類を中心とした植木を栽培

しておりまして、略図１０－１におきましては、間が空いて

おりますけれども、これは水路の跡地ということで、この境

界も確認しております。  

    そして、略図１０－２におきましては、肥培管理は良好で

ありまして、境界杭も全て入っておりました。  



 -  1 5  -  

    植木を抜栽した、まだ根っこが残っている状態の切り株が

幾つかありましたので、それは抜いていただくようにお願い

しておきました。  

    続きまして、番号１１の方におきましては、駅前のところ

で、新しい道路を入ったところで袋地になっておりまして、

耕うんがしばらくできなかったということでした。なぜでき

なかったかといいますと、申請者の息子さ んが病気で仕事が

できない。弟さんは群馬県のほうに行っている。妹さんは近

くにおりますけれども、そういった仕事ができないというこ

とでした。しかも、全部入り口を蓋をされてしまったという

勘違いをして、１年間放置してしまったんですけれども、ち

ゃんと入り口がついておりまして、その入り口を確認して耕

うんしてくれというお願いをして、二度ほど耕うんをしてい

ただきました。  

    そんなところで、ちょうど略図１１でＬ字になっているん

ですけれども、Ｌ字の中心の部分が、そのまた隣の方との境

が２ｍぐらい意見がずれているということで、 申請したとき

にはプラスチック杭が入っていたというんですけれども、ど

うもそれが違うというところで、次回のときにはちゃんと測

量をしていただいて、お互いの境界を確認して、杭を埋めて

いただくようお願いをいたしまして、今回の確認とさせてい

ただきました。  

    以上でございます。  

議長   番号１１につきましては、鈴木職務代理も同行しています

ので、もう一度補足していただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。  

２番   この方は１月の総会に報告する予定だったんですが、今、

山下委員が話したように、耕うんをされていない状 態という

ことで、１月のときには見送りということと。入り口が塞が

れていたという話でしたので、行ってみたら、ロープがほど

けて、入れる状態だったということで、耕うんもされて、き
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れいになっておりました。  

    ただ、一言言っておきますと、ただ耕うんだけでは駄目で

すよということで、今後は何か作付けをしてくださいという

ことでお願いだけはしておきましたので、わかりましたとい

う返事はいただきました。  

    あと、先ほど言われた境界が未確定ということで、今、山

下委員が言ったように、次回のときまでには、それより早め

に急いでいただけるということでございました。  

    そういうことで、以上になります。  

議長   ただいま説明がありました件について、何か御質問等があ

りましたらお願いいたします。内野委員。  

４番   今おっしゃった番号１１の方ですけれども、次回というこ

とは３年後ということですか。  

７番   もちろん次の３年後までには確定をしてくださいというこ

とでお願いしております。いずれにしても、申請者がもう８

０代中ごろなので、また相続でやらなければいけないので、

今度はタイミングよくやってくれということでお願いしてあ

ります。  

４番   わかりました。  

議長   ほかにございませんか。  

    それでは、私のほうから。先ほど次長のほうから説明があ

った中で、肥培管理があまりよくなかったというのは何番で

したか、番号７ですか、これはどんな状態であまりよくなか

ったのかね。  

１７番  私、そんなことを言いましたか。  

議長   いやいや、次長の報告がありました中です。  

１７番  事務局が言われたような、根っこがまだそのままにしてあ

ったとか、アパートの北側、この辺にシノなどが出ておりま

して、その辺はちょっとよくないかなというところだと思う

んです。  

議長   それは片付けるようにとか、注意していただいたんですか。  
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１７番  はい、そうですね。今までお母さんと娘さんが主に畑仕事

をしておりまして、この方はまだ勤めている状態なんですけ

れども、その勤めの時期も３月いっぱいでおしまいになるみ

たいで、この方が本格的に畑仕事ができるということで、そ

れ以降はきれいになると思います。  

議長   それからもう１点、番号１１、私も前に調査させてもらっ

て、今回、１カ月延びたわけなんですけれども、これは前に

トラクターが入らないということでした。トラロープがずう

っと引いてあったんだけれども、入れないと いうことで、そ

れを切るわけにいかないということだったんですが、よく見

たら外れるようになっています。だから、それは駅を背にし

て右側のところですね。  

７番   そうですね。  

議長   右側のところにトラロープがずっと引いてありましたです

よね。それで５ｍぐらいずっと奥にロープが入っていて、そ

の先も通れるようになっていたんですね。隣の方と平和的に

話し合ってくださいと１カ月前に言っておいたんです。ここ

が通れるようになって、ここから入ったわけですよね。  

７番   そうですね。  

議長   あと左のほうなんですが、ここは大きな広い 道路になって

おりまして、少し残ってしまっているんですよね。  

７番   そこにまた少しあります。  

議長   そこをまたぐわけにいかなくて。  

７番   本来は自分のうちの木なら切っていいと思うんですけれど

も、その辺の整理をしようと思って、畑の境の木を自分のう

ちのだと思って切ったら、それはうちのですと言われて、問

題が起きたというところなんですよね。  

議長   本来、猶予制度を受けているけれども、２回目だったかな、

たしか確認はしていたと思うんですよね。  

７番   税理士さんということで、再度確認して、税理士さんを通

して立ち会いをして進めてくれと言ってあるんですけれども。  
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議長   図面があるわけですよね。  

７番   あるはずですよね。  

議長   それでないと面積が出ないから確定できないですよね。  

７番   立ち会い者が次男の方だったので、把握しているのは申請

者と長男さんなのかなと思うんです。  

議長   この方の北側が国有地か何かになっているんですよね。  

７番   そこが草ぼうぼうなんです。  

議長   どうしても駅を背にして右側から入れるようにしないと入

れませんので、ぜひ隣の方と仲良くやってくださいと言って

おいたんです。これは近くの方だったんですよね。  

７番   隣の隣の方なので。  

議長   そこを確認しましたから、あとは境の問題だけですよね。

あと木とね。  

７番   そうだと思います。  

議長   境がはっきりすれば、この木がわかるわけですよね。  

７番   そうなんです。  

議長   わかりました。ありがとうございます。  

    ほかにございませんか。  

    もう１点、職務代理、これを見てもらって、作付けをやる

ように約束したんですか。  

２番   口頭では話して、わかりましたとは言ったんですけれども、

何を植えるとか、そういう細かいことは聞いていません。  

議長   何せ１月に見たときは雑草とあれだったんですよ。だから、

これでは駄目だということで１カ月延びたんですけれども、

今は耕うんされているからいいけれども、あのままだと草が

また伸びてしまいますものね。  

    ほかにありますか。梅田委員。  

１７番  自分は、今、ＪＡのほうの農業相談員というのをやってお

りまして、相談を受けたんですけれども、こういう利害関係

に絡むことは農業委員としては言うべきではないですよね、

こうしたほうがいい、ああしたほうがいいと。結局は利害が
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絡んでくることではないですか。結局この人は、誰かのとこ

ろの手をかりなかったら入っていけないんだから。ここは、

だって袋地なんでしょう。  

議長   どこですか。  

１７番  番号１１の話です。  

議長   農業委員会としては身分証明書がありますよね。  

１７番  違います。近隣とはどんなふうにしたらいいとか、アルバ

イトを求めてきたとしても、そんなことはうっかり言うこと

ではないですよね。  

議長   あまりね。  

１７番  そうでしょう。  

議長   もしそこのところで質問とか言われた場合には、そこでは

即答できませんから、事務局のほうと相談してみてください

というようなことを言われてもいいと思うんですよ。  

１７番  事務局に振っていいんですね。  

議長   はい。  

１７番  わかりました。  

議長   それでないと、お互いに困るわけですよね。よろしいです

か。  

１７番  はい。  

議長   ほかにございますか。  

      ……質疑なしの声  

議長   それでは、質疑がないものと認め、採決に移ります。議案

第１号、引続き農業経営を行っている旨の証明について、証

明することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。  

      ……全員挙手  

議長   全員挙手と認め、証明することに決します。  

    次に、議案第２号、生産緑地に係る農業 の主たる従事者の

証明について、今回は１件を議題に呈します。事務局より説

明をお願いいたします。次長。  

次長   生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明につき
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まして御報告いたします。  

    今回は１件でございます。  

    議案第２号の１、土地の表示は上砂町３丁目の１筆。面積

が１，２６０㎡。申し出事由は死亡でございます。証明内容

が 、 生 産 緑 地 法 第 １ ０ 条 の 規 定 に よ る 「 農 業 の 主 た る 従 事

者」となっております。  

    以上でございます。  

議長   それでは、調査を担当された委員から補足説明をお願いい

たします。補足説明、番号１、山下委員、お願いします。  

７番   こちらの方は、申請者と息子さんで畑のほうをやっており

ます。肥培管理、境界、全て確認しました。また、申請者の

方は病気がちでありましたが、畑のほうで仕事もやっており

まして、近年は従事していることが多かったと思います。  

    以上でございます。  

議長   ただいま説明がありました件について、何か御質問があり

ましたらお願いいたします。ございませんか。  

      ……質疑なしの声  

議長   それでは、質疑がないものと認め、採決に移ります。議案

第２号、生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について、

証明することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。  

      ……全員挙手  

議長   全員挙手と認め、証明することに決します。  

    次に、その他で事務局のほうで何かございますか  

次長   特にございません。  

議長   それでは、冒頭に言えばよかったんですけれども、今日は

都市計画課から特定生産緑地の申請状況などについての説明

をいただきますので、ここで暫時休憩をいたしたいと思いま

す。この時計で４時に再開をしたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。また、この件につきまして質問して い

ただきますので、よろしくお願いいたします。  

全体を通して質問がございますか。  
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      ……質疑なしの声  

議長   質問がないようであれば、総会を終了したいと思います。  

次回の総会は３月２５日、午後２時からですので、お間

違いのないようにお願いいたします。２０８・２０９会議

室となっておりますので、よろしくお願いいたします。  

    本日は慎重審議をいただきまして、ありがとうございまし

た。  

午後３時４８分  閉会  
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